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(57)【要約】
【課題】本発明は、従来にない作用効果を発揮する画期
的な創外固定器を提供することを目的とする。
【解決手段】切離した一方の骨１Ａに固定される骨固定
部４と、他方の骨１Ｂに固定される骨固定部５と、この
両骨固定部４，５間に配設され、この両骨固定部４，５
のうち少なくとも一方に設けた螺子孔７に嵌挿して螺動
させることで該骨固定部４，５同士を離反方向に相対移
動せしめる螺子棒６とを有する創外固定器であって、前
記螺子棒６と前記螺子孔７とが互いに接触する接触面６
ａ，７ａのうち一方を金属面とし、他方を樹脂面とした
ものである。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　切離した一方の骨に固定される骨固定部と、他方の骨に固定される骨固定部と、この両
骨固定部間に配設され、この両骨固定部のうち少なくとも一方に設けた螺子孔に嵌挿して
螺動させることで該骨固定部同士を離反方向に相対移動せしめる螺子棒とを有する創外固
定器であって、前記螺子棒と前記螺子孔とが互いに接触する接触面のうち一方を金属面と
し、他方を樹脂面としたことを特徴とする創外固定器。
【請求項２】
　請求項１記載の創外固定器において、前記螺子棒を金属製とし、前記螺子孔の螺子面を
樹脂製としたことを特徴とする創外固定器。
【請求項３】
　請求項１，２いずれか１項に記載の創外固定器において、前記樹脂面は合成樹脂面であ
ることを特徴とする創外固定器。
【請求項４】
　請求項３記載の創外固定器において、前記合成樹脂としてポリエーテルエーテルケトン
樹脂を採用したことを特徴とする創外固定器。
【請求項５】
　請求項１～４いずれか１項に記載の創外固定器において、前記骨固定部夫々は、前記骨
に刺入される前記ピンを支持するピン支持部を具備し、このピン支持部は、前記骨に添設
される添設体の端部に設けられていることを特徴とする創外固定器。
【請求項６】
　請求項５記載の創外固定器において、前記添設体をポリエーテルエーテルケトン樹脂で
形成したことを特徴とする創外固定器。
【請求項７】
　請求項１～６いずれか１項に記載の創外固定器において、この創外固定器は指を骨折し
た際、この指に添設されるものであることを特徴とする創外固定器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば骨延長術に使用される創外固定器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えば骨折した骨同士を癒合させたり、先天的に形態異常のある骨を切離して癒合させ
たりするなどの骨延長術に用いられる器具として、例えば特開２００５－２０４９８７号
に開示される創外固定器（以下、従来例）が提案されている。
【０００３】
　この従来例は、切離した一方の骨に固定される骨固定部と、他方の骨に固定される骨固
定部と、この両骨固定部間に配設され、この両骨固定部のうちの一方に設けた螺子孔に嵌
挿して螺動させることで該骨固定部同士を離反方向に相対移動せしめる螺子棒とを有する
ものであり、骨固定部夫々は、骨に刺入されるピンを支持するピン支持部を具備し、両ピ
ン支持部は骨に添設される添設体に設けられている。
【０００４】
　従って、従来例は、切離した骨の脇に添設体を配置し、骨固定部夫々のピン支持部で骨
に貫挿させたピンを支持して該切離した骨を固定し、螺子棒を回転させることにより骨固
定部同士間の距離を調整できるから、即ち、対向する骨同士の間隔を調整できるから、当
該骨固定部同士の対向間隔を適宜可変することで骨の癒合を促しながら骨形成を行うこと
が可能となる。尚、骨の成長によって切離部が癒合した後、骨からピンを除去する。
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－２０４９８７公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところが、従来例は、前述した骨延長術の途中段階において、広げたはずの骨固定部同
士の対向間隔が狭くなってしまうという問題点がある。
【０００７】
　即ち、従来例は、前述したように螺子棒を回動することで骨固定部同士の対向間隔を広
げる構造であるが、実際に骨固定部夫々に設けたピン支持部で骨に刺入されたピンを支持
した状態で骨固定部同士の対向間隔を広げた際、このピン支持部で支持されるピンに対し
、筋肉や筋などの組織によって戻り方向（狭める方向）に強い力がかかり、この強い力が
螺子孔を具備する骨固定部を他の骨固定部に対して接近せしめる方向（骨固定部同士の対
向間隔が狭くなる方向）に作用することで螺子棒が逆方向に回動し、よって、螺子孔を具
備する骨固定部が他の骨固定部に対して接近する方向に移動して両骨固定部の対向間隔が
狭くなってしまい、骨延長術が良好に行なわれない場合がある。
【０００８】
　本発明は、上述の問題点を解決する、従来にない作用効果を発揮する画期的な創外固定
器を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　添付図面を参照して本発明の要旨を説明する。
【００１０】
　切離した一方の骨１Ａに固定される骨固定部４と、他方の骨１Ｂに固定される骨固定部
５と、この両骨固定部４，５間に配設され、この両骨固定部４，５のうち少なくとも一方
に設けた螺子孔７に嵌挿して螺動させることで該骨固定部４，５同士を離反方向に相対移
動せしめる螺子棒６とを有する創外固定器であって、前記螺子棒６と前記螺子孔７とが互
いに接触する接触面６ａ，７ａのうち一方を金属面とし、他方を樹脂面としたことを特徴
とする創外固定器に係るものである。
【００１１】
　また、請求項１記載の創外固定器において、前記螺子棒６を金属製とし、前記螺子孔７
の螺子面７ａを樹脂製としたことを特徴とする創外固定器に係るものである。
【００１２】
　また、請求項１，２いずれか１項に記載の創外固定器において、前記樹脂面は合成樹脂
面であることを特徴とする創外固定器に係るものである。
【００１３】
　また、請求項３記載の創外固定器において、前記合成樹脂としてポリエーテルエーテル
ケトン樹脂を採用したことを特徴とする創外固定器に係るものである。
【００１４】
　また、請求項１～４いずれか１項に記載の創外固定器において、前記骨固定部４，５夫
々は、前記骨１Ａ，１Ｂに刺入される前記ピン３を支持するピン支持部４Ｂ，５Ｂを具備
し、このピン支持部４Ｂ，５Ｂは、前記骨１Ａ，１Ｂに添設される添設体２の端部に設け
られていることを特徴とする創外固定器に係るものである。
【００１５】
　また、請求項５記載の創外固定器において、前記添設体２をポリエーテルエーテルケト
ン樹脂で形成したことを特徴とする創外固定器に係るものである。
【００１６】
　また、請求項１～６いずれか１項に記載の創外固定器において、この創外固定器は指を
骨折した際、この指に添設されるものであることを特徴とする創外固定器に係るものであ
る。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明は上述のように構成したから、前述した従来例と異なり、例えば骨延長術の途中
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段階において広げた骨固定部同士の対向間隔が狭くなってしまうようなことはなく、常に
良好な骨延長術が行なえることになるなど従来にない作用効果を発揮する画期的な創外固
定器となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　好適と考える本発明の実施形態を、図面に基づいて簡単に説明する。
【００１９】
　例えば骨延長術を行う際、切離した一方の骨１Ａに骨固定部４を固定するとともに、他
方の骨１Ｂに骨固定部５を固定し、この状態で両骨固定部４，５間に配設される螺子棒６
を回動し、骨固定部４，５のうちの少なくとも一方に設けた螺子孔７に嵌挿して螺動させ
ることで骨固定部４，５同士を離反方向に相対移動せしめ、当該骨固定部４，５同士の対
向間隔を適宜可変することで骨１Ａ，１Ｂの癒合を促しながら骨形成を行う。
【００２０】
　ところで、本発明は、螺子棒６と螺子孔７とが互いに接触する接触面のうち一方を金属
面とし、他方を樹脂面としたから、極めて画期的な作用効果を発揮することになる。
【００２１】
　具体的には、本発明者は、前述した従来例の問題点、即ち、骨延長術の途中段階におい
て、広げたはずの骨固定部同士の対向間隔が狭くなってしまうという問題点（骨固定部同
士を相対移動させるための螺子棒が逆方向に回動してしまう問題点）として、螺子棒と該
螺子棒とが螺着する面（互いに接触する接触面）における接触抵抗が低いからであると考
え（従来例は螺子棒と螺子孔との接触面（螺着面）を金属面としている）、この点に着目
して本発明を完成させたものである。
【００２２】
　つまり、本発明は、螺子棒６と螺子孔７との接触を、金属と樹脂とによる摩擦抵抗が極
めて大きな接触（回動抵抗の大きな接触）とする構成としたから、骨固定部４，５同士に
離反する方向に強い力がかかったとしても螺子棒６が逆方向に回動することがなく、骨延
長術の途中段階において広げた骨固定部４，５同士の対向間隔が狭くなってしまうような
ことはない。
【００２３】
　従って、常に良好な骨延長術が行なえることになる。
【実施例】
【００２４】
　本発明の具体的な一実施例について図面に基づいて説明する。
【００２５】
　本実施例は、切離した一方の骨１Ａに固定される骨固定部４と、他方の骨１Ｂに固定さ
れる骨固定部５と、この両骨固定部４，５間に配設され、この両骨固定部４，５のうち少
なくとも一方に設けた螺子孔７に嵌挿して螺動させることで該骨固定部４，５同士を離反
方向に相対移動せしめる螺子棒６とを有するものである。尚、本実施例では、指の骨の骨
延長術に使用される創外固定器として構成しているが、他の骨の骨延長術に使用される構
成としても良く、本実施例の特性を発揮する構成であれば適宜採用し得るものである。
【００２６】
　具体的には、各骨固定部４，５を構成する骨固定部本体は、図１～３に図示したように
適宜な合成樹脂製の部材で一体成形したものであり、本実施例ではこの骨固定部４，５に
係る骨固定部本体を形成する合成樹脂としてポリエーテルエーテルケトン樹脂を採用して
いる。
【００２７】
　このポリエーテルエーテルケトン樹脂は、合成樹脂製であるため成形表面は適宜な摩擦
抵抗を有し、また、射出成形可能な熱可塑性樹脂であって極めて秀れた耐熱性（融点３３
４℃）及び耐薬品性を有する。
【００２８】
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　従って、後述する金属製の螺子棒６との接触に秀れた摩擦抵抗を発揮することになり（
樹脂と金属との接触により良好な摩擦抵抗が生じる。）、しかも、秀れた耐熱性及び耐薬
品性を有するため高熱殺菌処理及び薬品処理にも十分耐え得ることになる。
【００２９】
　また、骨固定部４，５は、いずれも骨固定部本体の上部に骨１Ａ，１Ｂに刺入するピン
３を支持するピン支持部４Ｂ，５Ｂを具備している。
【００３０】
　このピン支持部４Ｂ，５Ｂは、図１～３に図示したように骨固定部本体の上部周面に貫
通形成されピン３を挿通し得る一対のピン挿通孔４ａ，５ａと、このピン挿通孔４ａ，５
ａと一端が連通し骨固定部本体の上部上面に他端が開口する螺子孔４ｂ、５ｂに螺着する
螺子部材８，９とで構成されており、当該ピン挿通孔４ａ，５ａに挿通したピン３を螺子
部材８，９で押圧することで支持し得るように構成されている。
【００３１】
　一方の骨固定部４は、図２に図示したように骨固定部本体の下部に後述する添設体２の
ガイド部２ａをスライドするスライド部４Ａが設けられ、このスライド部４Ａには後述す
る螺子棒６に被嵌する螺子孔７が設けられている。
【００３２】
　従って、骨固定部４は、螺子棒６の回動によって螺動し、スライド部４Ａ（螺子孔形成
部４Ａ）が添設体２のガイド部２ａに沿ってスライドすることで他方の骨固定部５に対し
て切離移動し得ることになる。また、螺子孔７の内面（表面）にして後述する螺子棒６と
の接触面７ａ（螺子面）は合成樹脂面であり、よって、この螺子孔７における金属製の螺
子棒６との接触は合成樹脂と金属との接触になる。
【００３３】
　尚、ピン支持部４Ｂを金属製とし螺子孔形成部４Ａのみを合成樹脂製としても良く、或
いは、金属製の螺子孔７の内面（表面）に合成樹脂でコーティングするようにしても良い
。
【００３４】
　他方の骨固定部５は、図２に図示したように骨固定部本体の下部に後述する添設体２の
基端部に設けた連結凹部２ｂに嵌合する嵌合連結部５Ａが設けられ、この嵌合連結部５Ａ
を添設体２の連結凹部２ｂに嵌合し、この状態で側方から止着ピン10を嵌挿して止着する
ように構成されている。
【００３５】
　従って、骨固定部５は、添設体２に移動不能状態で設けられており、この骨固定部５に
対して骨固定部４が切離方向に相対移動することになる。尚、骨固定部５も骨固定部４と
同様、添設体２に移動自在に設けるようにしても良い。
【００３６】
　添設体２は、図１～３に図示したように適宜な合成樹脂製の部材（ポリエーテルエーテ
ルケトン樹脂）を一体成形した長尺体であり、先端部から略中央部にかけての部位には前
述した骨固定部４のスライド部４Ａをガイドする凹条のガイド部２ａが設けられ、基端部
には前述した骨固定部５の嵌合連結部５Ａを連結するための連結凹部２ｂが切欠状態に設
けられている。
【００３７】
　また、このガイド部２ａと連結凹部２ｂとの間の仕切り部２ｃには、後述する螺子棒６
を嵌挿して抜け止め係止状態で軸受する軸受孔２ｄが設けられている。
【００３８】
　この添設体２の基端側に設けられた軸受孔２ｄに挿通した螺子棒６の基端が抜け止め係
止すると、螺子棒６の先端部６ｂは添設体２の先端部に設けた軸受孔２ｅから外部に突出
状態となる。従って、この添設体２の先端部から螺子棒６を回動操作するための回動操作
部が突出状態となる。
【００３９】
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　螺子棒６は、図１～３に図示したように適宜な金属製の部材（チタン合金）で形成した
ものであり、周面には螺子溝６ａが形成されて前述した骨固定部４に設けた螺子孔７に螺
着自在に設けられている。
【００４０】
　また、螺子棒６の先端部には六角棒状部６ｂが設けられており、これは、図示省略の回
動操作具に回り止め状態で連結するように構成されている。
【００４１】
　また、螺子棒６の基端部には鍔部６ｃが設けられており、前述した添設体２の軸受孔２
ｄに抜け止め係止するように構成されている。
【００４２】
　尚、本実施例では、螺子棒６を金属製とし、この螺子棒６が螺着する螺子孔７（螺子孔
形成部４Ａ）を合成樹脂製としているが、螺子棒６を合成樹脂製とし、螺子孔７を金属製
としても良く、金属製の螺子棒６の表面に合成樹脂でコーティングしたり、金属製の螺子
孔７の表面に合成樹脂でコーティングするようにしても良いなど、本実施例の特性を発揮
する構成であれば適宜採用し得るものである。
【００４３】
　以上の構成からなる本実施例に係る創外固定器を用いた骨延長術について説明する。こ
こでは、図１に図示したように手の小指の骨折した骨１Ａ，１Ｂ同士を接合する骨延長術
について説明する。
【００４４】
　先ず、切離した左右の骨１Ａ，１Ｂ夫々に一対のピン３を刺入するとともに、このピン
３を骨１Ａ，１Ｂに添設した添設体２に設けた骨固定部４，５夫々のピン支持部４Ｂ，５
Ｂで支持する。尚、ピン支持部４Ｂ，５Ｂで支持された状態のピン３を骨１Ａ，１Ｂに刺
入するようにしても良い。
【００４５】
　続いて、螺子棒６を回動すると、この螺子棒６に被嵌する螺子孔７を設けた骨固定部４
は螺動して、骨固定部５に対して骨固定部４は離反方向に相対移動し、当該骨固定部４，
５同士の対向間隔を適宜可変することで骨１Ａ，１Ｂの癒合を促しながら骨形成を行う。
【００４６】
　この骨固定部４，５同士の対向間隔を広げた際、このピン支持部４Ｂ，５Ｂで支持され
るピン３に対し、筋肉や筋などの組織によって戻り方向（狭める方向）に強い力がかかる
が、本実施例は、螺子棒６と螺子孔７との接触を、金属と合成樹脂とによる摩擦抵抗が極
めて大きな接触（回動抵抗の大きな接触）とする構成であるから、骨固定部４，５同士に
離反する方向に強い力がかかったとしても螺子棒６が逆方向に回動することがなく、骨延
長術の途中段階において広げた両骨固定部４，５の対向間隔が狭くなってしまうようなこ
とはない。尚、本実施例では、両骨固定部４，５対向間隔を広げる際にも金属と合成樹脂
とによる摩擦抵抗がかかり、この点において螺子棒６の回動に影響するものであるが、こ
の両骨固定部４，５の対向間隔を広げる作業は操作工具を用いて行なう作業のため問題は
ない。
【００４７】
　本実施例は上述のように構成したから、常に良好な骨延長術が行なえることになる。
【００４８】
　また、本実施例は、骨固定部４，５をポリエーテルエーテルケトン樹脂で形成したから
、金属との接触により良好な摩擦抵抗を生じさせることができ、しかも、秀れた耐熱性及
び耐薬品性を有するため高熱殺菌処理及び薬品処理にも十分耐え得ることになる。
【００４９】
　また、本実施例は、添設体２をポリエーテルエーテルケトン樹脂で形成したから、創外
固定器のほぼ全体が秀れた耐熱性及び耐薬品性を有するため高熱殺菌処理及び薬品処理に
も十分耐え得ることになる。
【００５０】
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　尚、本発明は、本実施例に限られるものではなく、各構成要件の具体的構成は適宜設計
し得るものである。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本実施例の使用状態説明図である。
【図２】本実施例の分解斜視図である。
【図３】本実施例を示す正断面図である。
【符号の説明】
【００５２】
　１Ａ　骨片
　１Ｂ　骨片
　２　添設体
　３　ピン
　４　骨固定部
　４Ｂ　ピン支持部
　５　骨固定部
　５Ｂ　ピン支持部
　６　螺子棒
　６ａ　接触面
　７　螺子孔
　７ａ　接触面・螺子面

【図１】 【図２】

【図３】
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